
第３回座間市
部活動地域移行検討委員会

最終的に目指す姿の再確認・共有



◆座間市の生徒数の推移

▼令和４年度・・・３０５０人

▼１０年後・・・１７％減

約２７００人に

▼２０年後・・・２５％減

約２３００人に

▼教員の数も減っていくことが想定される



現行の体制を維持することは、今も厳しい
が、今後さらに厳しくなっていくことは目に見
えている。

部活動という形ではない、地域の子どもた
ちがスポーツ・文化芸術活動に親しむこと
のできる持続可能な環境の構築

が必要



◇部活動地域移行の方向性（案）

部活動という形ではない、地域の子どもた
ちがスポーツ・文化芸術活動に親しむこと
のできる持続可能な環境の構築



Q３．「学校部活動の地域連携」と「地域クラブ活動への移行（地域

移行）」はそれぞれどのようなものですか。

Ａ．

学校部活動は、学校教育の一環として、学校の責任下で行われる活

動を指しており、部活動指導員や外部指導者といった地域の方々に参

画いただいたり、複数の学校で合同練習を行ったりすることを「地域連

携」と称しています。

地域クラブ活動は、社会教育の一環として捉えることができ、また、ス

ポーツ基本法や文化芸術基本法上の「スポーツ」「文化芸術」として位

置づけられるものです。したがって、学校ではなく、地域クラブ活動の運営

団体・実施主体が行うものであり、学校部活動とはそもそもの責任主体

が異なります。学校部活動を地域クラブ活動に代替させていくことを、

「地域移行」と称しています。 出所）スポーツ庁「部活動改革ポータルサイトFAQ」
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出所）スポーツ庁・文

化庁「学校部活動及

び新たな地域クラブ活

動の在り方等に関す

る総合的なガイドライ

ン参考資料」を一部

改変



地域連携

地域移行

◎地域クラブ活動として
段階的に学校の活動とは切り離す

顧問と部活動指導員や部活動協
力者との連携が難しく…

学校が責任主体となって行うも
のではない



座間市では

休日だけではなく、平日も含めた段階的な

地域移行を検討

休日のみの移行では、生徒は、平日は部活動、休日は地域クラ
ブ部活動という、実施主体、責任主体の異なる活動に参加する
こととなる。部活動は必ずしも教師が担う必要のない業務である
ことや、教職員の負担軽減という点からも平日を含めた段階的
な地域移行を検討。
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地域クラブの運営

〇地域人材
スポーツ課 生涯学習課等との連携

〇指導を望む教員
意思に関わらず部活動顧問をすることはない

△種目や活動の場…許容してもらう必要性 種目や活動の場の保障に努める
△兼職兼業の課題…勤務時間内での活動はできない それでもなおやりたいか判断
△保護者の費用負担…本来保護者が負担すべきもの（受益者負担）を教員が負担していることへの理解
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子どもが希望する部活のある学校に移動する 大会出場の課題？
顧問のいない部活は設置できない

現状では、D校から参加するために
は、D校にも顧問が必要。
（顧問がいない＝D校は合同部活動
に入っていない→D校生徒・・・練習は
可 中体連主催大会の出場は不可）

※座間市の合同部活動に関する規
定を設ける必要がある？

合同部活動とはせず、座間の地域ク
ラブ活動とすることで大会参加できる
と思われる。
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〇地域連携を進める 子どもたちがスポーツ文化活動に親しめる環境を、地域と協力してつくっていきたい
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